
 

（様式５） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 
審査基準（申請に対する処分関係） 
 

資料番号 5 担当課 建築住宅課 

法令名 建築基準法 根拠条項 70-1 
許認可等

の内容 
建築協定の認可 

（建築協定の目的） 
第六十九条 市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての

利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために

必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者（土地区画整理法第九

十八条第一項（大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八

十三条において準用する場合を含む。次条第三項、第七十四条の二第一項及び第二項並び

に第七十五条の二第一項、第二項及び第五項において同じ。）の規定により仮換地として

指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する

者。以下「土地の所有者等」と総称する。）が当該土地について一定の区域を定め、その

区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準

についての協定（以下「建築協定」という。）を締結することができる旨を、条例で、定

めることができる。 
 
（建築協定の認可の申請） 

第七十条 前条の規定による建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、協定の目的と

なつている土地の区域（以下「建築協定区域」という。）、建築物に関する基準、協定の

有効期間及び協定違反があつた場合の措置を定めた建築協定書を作成し、その代表者によ

つて、これを特定行政庁に提出し、その認可を受けなければならない。 
２ 前項の建築協定書においては、同項に規定するもののほか、前条の条例で定める区域内

の土地のうち、建築協定区域に隣接した土地であつて、建築協定区域の一部とすることに

より建築物の利用の増進及び土地の環境の改善に資するものとして建築協定区域の土地と

なることを当該建築協定区域内の土地の所有者等が希望するもの（以下「建築協定区域隣

接地」という。）を定めることができる。 
３ 第一項の建築協定書については、土地の所有者等の全員の合意がなければならない。た

だし、当該建築協定区域内の土地（土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地

として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地）に借地権の目的とな

つている土地がある場合においては、当該借地権の目的となつている土地の所有者以外の

土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。 
４ 第一項の規定によつて建築協定書を提出する場合において、当該建築協定区域が建築主

事を置く市町村の区域外にあるときは、その所在地の市町村の長を経由しなければならな

い。 
 
 



 

（申請に係る建築協定の公告） 
第七十一条 市町村の長は、前条第一項又は第四項の規定による建築協定書の提出があつた

場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて、これを

関係人の縦覧に供さなければならない。 
（公開による意見の聴取） 

第七十二条 市町村の長は、前条の縦覧期間の満了後、関係人の出頭を求めて公開による意

見の聴取を行わなければならない。 
２ 建築主事を置く市町村以外の市町村の長は、前項の意見の聴取をした後、遅滞なく、当

該建築協定書を、同項の規定による意見の聴取の記録を添えて、都道府県知事に送付しな

ければならない。この場合において、当該市町村の長は、当該建築協定書の内容について

意見があるときは、その意見を付さなければならない。 
 
（建築協定の認可） 

第七十三条 特定行政庁は、当該建築協定の認可の申請が、次に掲げる条件に該当するとき

は、当該建築協定を認可しなければならない。 
一 建築協定の目的となつている土地又は建築物の利用を不当に制限するものでないこ

と。 
二 第六十九条の目的に合致するものであること。 
三 建築協定において建築協定区域隣接地を定める場合には、その区域の境界が明確に定

められていることその他の建築協定区域隣接地について国土交通省令で定める基準に適

合するものであること。 
２ 特定行政庁は、前項の認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければ

ならない。この場合において、当該建築協定が建築主事を置く市町村の区域外の区域に係

るものであるときは、都道府県知事は、その認可した建築協定に係る建築協定書の写し一

通を当該建築協定区域及び建築協定区域隣接地の所在地の市町村の長に送付しなければな

らない。 
３ 第一項の規定による認可をした市町村の長又は前項の規定によつて建築協定書の写の送

付を受けた市町村の長は、その建築協定書を当該市町村の事務所に備えて、一般の縦覧に

供さなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


